
秋 田 市 社 会 福 祉 審 議 会 条 例

平 成 1 2年 ３ 月 2 7日 条 例 第 ９ 号

改 正 平 成 1 2年 ９ 月 2 9日 条 例 第 4 8号

（ 設 置 ）

第 １ 条 社 会 福 祉 法 （ 昭 和 2 6年 法 律 第 4 5号 。 以 下 「 法 」 と い う ） 第 ７ 条。

、 （ 「 」 。）第 １ 項 の 規 定 に 基 づ き 秋 田 市 社 会 福 祉 審 議 会 以 下 審 議 会 と い う

を 置 く 。 （ 平 1 2条 例 4 8・ 一 部 改 正 ）

（ 調 査 審 議 事 項 の 特 例 ）

第 ２ 条 審 議 会 は 、 法 第 1 2条 第 １ 項 の 規 定 に 基 づ き 、 児 童 福 祉 に 関 す る 事

項 を 調 査 審 議 す る も の と す る 。 （ 平 1 2条 例 4 8・ 一 部 改 正 ）

（ 任 期 ）

第 ３ 条 審 議 会 の 委 員 の 任 期 は ３ 年 と し 、 欠 員 が 生 じ た 場 合 の 補 欠 の 委 員

の 任 期 は 、 前 任 者 の 残 任 期 間 と す る 。 た だ し 、 再 任 は 妨 げ な い 。

（ 委 員 長 の 職 務 を 行 う 委 員 ）

第 ４ 条 審 議 会 の 委 員 長 に 事 故 が あ る と き は 、 あ ら か じ め そ の 指 名 す る 委

員 が 、 そ の 職 務 を 行 う 。

（ 会 議 ）

第 ５ 条 審 議 会 は 、 委 員 長 が 招 集 す る 。

２ 委 員 長 は 、 委 員 の ４ 分 の １ 以 上 が 審 議 す べ き 事 項 を 示 し て 招 集 を 請 求

し た と き は 、 審 議 会 を 招 集 し な け れ ば な ら な い 。

３ 審 議 会 は 、 委 員 の 過 半 数 が 出 席 し な け れ ば 、 議 事 を 開 き 、 議 決 を 行 う

こ と が で き な い 。

４ 審 議 会 の 議 事 は 、 出 席 し た 委 員 の 過 半 数 で 決 し 、 可 否 同 数 の と き は 、

委 員 長 の 決 す る と こ ろ に よ る 。

５ 臨 時 委 員 は 、 当 該 特 別 の 事 項 に つ い て 議 事 を 開 き 、 議 決 を 行 う 場 合 に

は 、 前 ２ 項 の 規 定 の 適 用 に つ い て は 、 委 員 と み な す 。

（ 専 門 分 科 会 ）

第 ６ 条 審 議 会 の 専 門 分 科 会 （ 民 生 委 員 審 査 専 門 分 科 会 を 除 く 。 以 下 こ の

条 に お い て 同 じ ） に 属 す べ き 委 員 お よ び 臨 時 委 員 は 、 委 員 長 が 指 名 す。

る 。



２ 審 議 会 の 各 専 門 分 科 会 に 専 門 分 科 会 長 を 置 き 、 そ の 専 門 分 科 会 に 属 す

る 委 員 お よ び 臨 時 委 員 の 互 選 に よ っ て こ れ を 定 め る 。

３ 専 門 分 科 会 長 は 、 そ の 専 門 分 科 会 の 事 務 を 掌 理 す る 。

４ 専 門 分 科 会 長 に 事 故 が あ る と き は 、 あ ら か じ め そ の 指 名 す る 委 員 又 は

臨 時 委 員 が 、 そ の 職 務 を 行 う 。

、 。第 ７ 条 前 条 第 ２ 項 の 規 定 は 民 生 委 員 審 査 専 門 分 科 会 に つ い て 準 用 す る

、 「 」 、「 」こ の 場 合 に お い て 同 項 中 委 員 お よ び 臨 時 委 員 と あ る の は 委 員

と 読 み 替 え る も の と す る 。

２ 前 項 に お い て 準 用 す る 前 条 第 ２ 項 の 規 定 に よ り 民 生 委 員 審 査 専 門 分 科

会 に 置 か れ る 専 門 分 科 会 長 に つ い て は 、 同 条 第 ３ 項 お よ び 第 ４ 項 の 規 定

を 準 用 す る 。 こ の 場 合 に お い て 、 同 項 中 「 委 員 又 は 臨 時 委 員 」 と あ る の

は 「 委 員 」 と 読 み 替 え る も の と す る 。、

（ 庶 務 ）

第 ８ 条 審 議 会 の 庶 務 は 、 福 祉 保 健 部 福 祉 総 務 課 に お い て 処 理 す る 。

（ 委 任 ）

、 、第 ９ 条 こ の 条 例 に 定 め る も の の ほ か 審 議 会 の 運 営 に 関 し 必 要 な 事 項 は

委 員 長 が 審 議 会 に 諮 っ て 定 め る 。

附 則

（ 施 行 期 日 ）

１ こ の 条 例 は 、 平 成 1 2年 ４ 月 １ 日 か ら 施 行 す る 。

（ 経 過 措 置 ）

２ こ の 条 例 の 施 行 の 際 現 に 委 員 又 は 臨 時 委 員 と し て 任 命 さ れ て い る 者 の

任 期 は 、 第 ３ 条 の 規 定 に か か わ ら ず 、 平 成 1 2年 ５ 月 ８ 日 ま で と す る 。

（ ）秋 田 市 社 会 福 祉 審 議 会 の 調 査 審 議 す る 事 項 の 特 例 を 定 め る 条 例 の 廃 止

３ 秋 田 市 社 会 福 祉 審 議 会 の 調 査 審 議 す る 事 項 の 特 例 を 定 め る 条 例 （ 平 成

８ 年 秋 田 市 条 例 第 3 3号 ） は 、 廃 止 す る 。

附 則 （ 平 成 1 2 .９ . 2 9条 例 第 4 8号 ）

こ の 条 例 は 、 公 布 の 日 か ら 施 行 す る 。 た だ し 、 第 ４ 条 の 規 定 は 、 平 成 1 3

年 １ 月 ６ 日 か ら 施 行 す る 。


